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船舶事故調査報告書 

 

                                令和７年６月４日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決      

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

委   員  上 野 道 雄      

委   員  高 橋 明 子      

 

事故種類 衝突（桟橋） 

発生日時 令和６年８月２５日 ０９時５８分ごろ 

発生場所 広島県尾道市尾道駅前桟橋 

西
にし

御所
ご し ょ

四等三角点から真方位０７５°４５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２４.１′ 東経１３３°１１.６′） 

事故の概要 旅客船シトラスは、着桟中、引船第三十八安芸
あ き

丸の航走波により動

揺して、左舷船尾部が桟橋に衝突した。 

シトラスは、陸上作業員が負傷し、オーニング支柱に曲損等を生じ

た。 

事故調査の経過 令和６年８月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 第三十八安芸丸、１７５トン 

１４２７１３、東広海運株式会社、アキ・マリン株式会社（船

舶借入人、Ａ社） 

２９.１９ｍ×８.８０ｍ×３.２５ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１,９１２kＷ（合計）、平成２８年４月 

（図１ 参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船 

 

Ｂ 旅客船 シトラス １８トン、 

２５０－１１６５２広島、株式会社瀬戸内クルージング（Ｂ

社） 
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１１.９９ｍ（Lr）×３.８０ｍ×１.６７ｍ、軽合金 

ディーゼル機関２基、５０７kＷ（合計）、昭和６０年８月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６４歳 

五級海技士（航海） 

        免 許 年 月 日 平成８年７月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和３年３月１０日 

    免状有効期間満了日 令和８年７月３日 

Ｂ 船長Ｂ ７２歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許 登録 日 昭和５５年８月４日 

免許証交付日 令和４年６月７日 

       （令和１０年３月１１日まで有効） 

陸上作業員 ６９歳 

 負傷者 軽傷 １人（陸上作業員） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ オーニング支柱に曲損等 

桟橋 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、広島県福山市横島西方沖に向

け、令和６年８月２５日０８時５３分ごろ尾道市西御所の岸壁を出航

した。 

Ａ船は、尾道駅前桟橋（以下「本件桟橋」という。）に着桟中のＢ

船の南方約５０ｍを約１１ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ）で北東進した際、航走波が発生し、同航走波を受けたＢ船が動揺

して本件桟橋に衝突した。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土地理院 Web サイト地図を加工して制作 

図２ 本件桟橋周辺図 

 

船長Ａは、Ｂ船が本件桟橋に衝突したことに気付かず、北東進を続

本件桟橋 

西御所岸壁 

Ａ船 

Ｂ船 
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けた。 

Ａ船は、横島西方沖に到着し、バージと引船列を構成して、１０時

４０分ごろ横島西方沖を出航し、尾道市因島南方沖を航行中、１１時

４０分ごろ海上保安庁から本事故の発生の連絡を受け、三原港に向け

て航行し、三原港内で錨泊した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか甲板員１人（以下「甲板員Ｂ」という。）が乗

り組み、旅客２人を乗せ、福山市鞆
とも

に向けて出航する目的で、本件桟

橋において出航準備を行っていた。 

 Ｂ船は、本件桟橋に船首、中央及び船尾にそれぞれ１本の係船索を

とり、左舷船尾部に設置されていた旅客等の乗降用のタラップ（以下

「本件タラップ」という。）を本件桟橋に渡して、船首を北東方に向

けて左舷着けで着桟していた。（図３参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ Ｂ船及び本件桟橋 

 

船長Ｂは、操舵室で出航準備を行い、甲板員Ｂは、本件タラップを

収納しようと船尾部へ向かい、旅客２人は、客室の左舷前方に着席し

ていた。 

 船長Ｂは、Ｂ船の右舷側を北東に向け航行するＡ船を認め、船尾方

を見たところ、高さ約１ｍのＡ船の航走波が右舷船尾に迫ってきたの

で、旅客に前の椅子につかまるよう船内放送した。  

Ｂ船は、Ａ船の航走波の第２波で大きく動揺し、０９時５８分ごろ

左舷船尾部が本件桟橋に衝突した。 

 陸上作業員は、Ｂ船に乗り込み、本件タラップの収納作業を行って

いたところ、Ｂ船の動揺により本件タラップが跳ね上がって額に当た

り、その後右舷側に跳ね飛ばされ、左膝を船体に当てて、額及び左膝

を負傷した。 

 船長Ｂは、０９時５９分ごろ本事故の発生を海上保安庁に通報し

た。 

陸上作業員は、病院で受診し、頭部打撲傷、左膝打撲傷等と診断さ

れた。 

本件タラップ 

オーニング 

船尾タラップ 

本件桟橋 



 

- 4 - 

  

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

その他の事項 船長Ａは、尾道付近でＡ社のタグボートを年に１回程度運航してお

り、本件桟橋付近を航行する際は、航走波が発生しないよう減速して

航行していた。 

Ａ社は、Ａ船を含めて所有する船舶への訪問安全指導（年数回）の

際、旅客船が着桟している桟橋付近等を航行する場合は、大きな航走

波が発生しないよう減速して航行するよう指導していた。 

船長Ａは、西御所岸壁を出航したのち、尾道駅側と尾道市向島
むかいしま

間

を航行する渡船に注意していたが、横島西方沖に錨泊中のバージと引

船列を構成して横島西方沖を出航する時間が近くなって気が急
せ

いてい

たので、本件桟橋付近で減速して航行することを忘れていた。 

Ａ社は、船長Ａに対して、本事故発生日の横島西方沖出航の時間を

厳守するよう指示してはいなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は北東進中、Ｂ船は本件桟橋に着桟中、Ａ船が、Ｂ船の南方約

５０ｍを約１１kn の速力で航行したことから、発生した高さ約１ｍの

航走波によりＢ船が大きく動揺して、Ｂ船の船尾部が本件桟橋に衝突

したものと考えられる。 

船長Ａは、横島西方沖からの出航時間が近くなっており、気が急い

ていたことから、本件桟橋付近で減速することを忘れていたものと考

えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が北東進中、Ｂ船が本件桟橋に着桟中、Ａ船が、Ｂ

船の南方約５０ｍを約１１kn の速力で航行したため、発生した高さ約

１ｍの航走波によりＢ船が大きく動揺して、Ｂ船の船尾部が本件桟橋

に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、狭水道等を航行する場合、自船の航走波で小型船舶が桟

橋に衝突等することがないよう十分減速して航行すること。 

・運航者は、船長に対して、狭水道等を航行する場合には十分減速

して航行するよう指導すること。 

・船長は、時間的余裕をもって運航すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土地理院 Web サイト地図を加工して制作 

 

 

向島 

尾道 

横島 

西御所岸壁 

Ａ船 

Ｂ船 

本件桟橋 

西御所四等三角点 


